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１．ドイツの相続制度の概観

１）パレンテール（Parentel）＝近祖血族優先主義

理論的には直系尊属を無限に遡っていく。

２）法定相続分

第1順位群 被相続人の直系卑属

第2順位群 被相続人の両親と、その直系卑属

第3順位群 被相続人の祖父母と、その直系卑属

第4順位群 被相続人の曾祖父母と、その直系卑属

chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.bmj.de/SharedDocs/Publikationen/DE
/Broschueren/Erben_Vererben.pdf?__blob=publicationFile&v=14
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生存配偶者の相続分

第1順位群の相続人と共に相続するときは遺産の4分の1（ア）

第2順位群の相続人と共に相続するとき、または祖父母とともに
相続するときは遺産の2分の1（イ）

第1順位群も第2順位群の相続人も祖父母もいないときは、生存
配偶者が遺産のすべてを相続

法定夫婦財産制（剰余共同制）（※）をとっていたとき、

剰余の清算分として、遺産の4分の1が生存配偶者の相続分に加
わる。

⇒結果的に

（ア）のとき 遺産の2分の1

（イ）のとき 遺産の4分の3を承継



（※）剰余共同制とは

婚姻継続中は、夫婦のそれぞれが、婚姻前からもっていた財産お
よび婚姻中に取得した財産を、各自所有する。

婚姻終了に際して初めて、婚姻中に他方よりも大きく財産を増や
した方が、自己の財産増加分（剰余）と他方のそれとの差額を他
方との間で分ける。

例 夫の増加分 5万ユーロ、妻の増加分 2万ユーロ

差額の3万ユーロを2人で分ける。

離婚のときは、夫婦がそれぞ折半する。



３）先位相続・後位相続

遺産をまず相続すべき者（先位相続人）と、その先位相続人に次いで相続すべき者（後位相続人）
を指定できる（BGB2100条）。

例 AとBに子Cがいた場合

Aが配偶者Bを先位相続人、子Cを後位相続人に指定。

⇒Bの死亡によってCがAの遺産を相続できるとする制度

先位相続人は相続財産に関するものを処分できるが、土地、不動産物権など重要な財産は処分でき
ない。

⇒処分したときは、後位相続開始の場合に後位相続人の権利を害する限度で無効。ただし、処分の
相手方は善意取得できる（BGB2112条、2113条以下）。

４）相続契約

契約の形式をとってなされる死因処分 被相続人を拘束し、被相続人による一方的な変更ができな
い。相続契約の相手方について制限はない。



２．遺言の種類

１）普通方式と特別方式

特別方式：普通方式の遺言が困難な場合になされるもの

＊市町村長の面前においてなされる遺言（BGB2249条）

＊特別の事情で遮断された場合（伝染病など）の遺言（BGB2250条）

＊航海中の遺言（BGB2251条）

普通方式：公の遺言と自筆証書による遺言



２）公の遺言

公証人が記録を作成して行われる遺言

① 公証人に口述し、公証人がこれを記録に作成するもの

② 遺言者が書いてこれを公証人に引き渡すもの

③ 遺言者等が書いて封緘のまま公証人に引き渡すもの（我が国の秘
密証書による遺言にあたる）（BGB2232条）

公証人は、遺言書が封をされずに引き渡されたか、封印して引き渡
されたかを記録に記入しなければならない（証書作成法30条1項3段）。



３）自筆証書遺言
全文を自書し、署名しなければならない（BGＢ2247条）



４）共同遺言

数人が一つの書面で行う遺言。夫婦以外の者は共同遺言をする
ことができない（BGB2265条）。



３．公証人制度
１）その歴史

古代ローマの「ノタリウス」に起源

ドイツには13世紀にローマ法の継受により導入

２）公証人の種類

＊専業公証人（Nur－Notariat）

＊弁護士兼公証人（Anwaltsnotariat）

日本とは異なり、公務員ではない。⇒

職務上の義務違反があれば、個人として不法行為責任を負担



３）ドイツ連邦公証人会（Bundesnotarkammer)

連邦公証人法（BNotO）に基づく公法人

連邦司法・消費者保護省の監督下にある

＊専業公証人：バイエルン、ラインラント―ファルツ、ザールラント、
ハンブルクなど

＊弁護士兼公証人：ベルリン、ブレーメン、ヘッセン、ニーダーザク
センなど（旧プロイセンの領域に多い）

2023年の統計

＊専業公証人 1706人

＊弁護士兼公証人 4952人

https://www.notar.de/der-notar/statistik



３）公証人の義務

連邦公証人法14条（一般職務上の義務）

第1項「公証人は、宣誓に忠実に、その職務を司らなければならな
い。公証人は、一方の当事者の代理人ではなく、当事者双方の公正
なる保護者である。」

＊証書作成法17条（審査及び教示義務）に基づく4つの義務

①当事者の真の意思の探求義務

②事実関係の解明義務

③証書明瞭性の義務

④法的射程の教示義務



４．自筆証書遺言の保管制度

１）保管制度の制定過程及び対象となる範囲
2007年BGB2248条が改正され、同制度が設けられた。
2008年施行

２）同制度の目的
遺言書の隠蔽、改ざん、毀損、紛失からの保護



同制度 権利であり、公の保管を義務付けるものではない。

⇒遺言者は自身で保管/個人的に信頼できる人物に預けることも可能

BGB2248条 自筆証書遺言にのみ適用

共同遺言、緊急時遺言にも適用。

BGB2248条は、公証人等の公の遺言には適用されない。

cf．公正証書遺言も中央遺言登録センターに登録（連邦公証人法78b条1項1号）



3)保管手続き

①遺言者の請求がある場合に限られる。

cf. 公の遺言は保管が強制される

要式は定められていない。口頭でも可能

⇒遺言者が区裁判所に単に郵送する場合でも、遺言者の請求であることが明白であれば、認
められる。

⇔遺言者が保管していた遺言書の返還を求める場合も同様。

申請者と遺言者とが同一であるかの審査も必要とはされていない。

遺言書が偽造、その他の悪用の恐れがあるといった特別な理由から遺言者と申請者との同
一性の証明が認められる場合にのみ、必要。⇒申請者の認証された署名は原則、不要



②保管

裁判所は、提出された保管について、形式上も内容上も審査する必要はない。

しかし、明かな形式上の誤り⇒特別な教示義務がなくとも、国家の高貴な職責として行わなければな
らない。

例 明白な形式上の誤り

自書の要件を満たしていない

署名が欠けている

原本ではなく写しのみの提出など

この場合、裁判所はその点を指摘しなければならない。

但し、遺言者が自己の保管請求に固執した場合、遺言書は保管される。当該裁判所には、最終的に有
効・無効を正式に決定する権限がないため



提出された遺言書

遺言者の詳細、作成された時期、遺言書
の詳細を封筒に上書きし、封筒に入れて打印
をして封緘しなければならない。

遺言者には、遺言書の寄託証が交付

共同遺言の場合は、2人に寄託証が交付さ
れる。

③中央遺言登録センターへの通知



４）保管の効果

①公文書ではない、公的遺言ともならない。

②署名が欠けている場合、遺言が封筒に封緘されたからといって、
自筆証書遺言の要件を補完するものではない。

③真実性、すなわち本人が書いた遺言書であることが証明される
わけでもない。

その理由：遺言者と申請者の同一性の審査及び形式的・実体的
な遺言の有効性の審査は行われないため



遺言者の返還請求 いつでも可能（BGB2256条3項、2項1文）

⇒撤回の効果は有しない。

cf.公的遺言の場合は、撤回の効果（BGB2256条1項）



５）中央遺言登録センター

①中央遺言登録センターの開始

2012年1月1日運用開始

連邦公証人会が管理を遂行（連邦公証人法78条2項2号）

ドイツ全体の管理を担う。

相続事件に関する通知制度の観点

公に保管されている遺言、相続契約、その他の承継に関連する文
書に関する保管情報を有している。



https://www.testamentsregister.de/
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被相続人が死亡し
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死亡の通知
をする

保管していた証書を管轄
遺産裁判所に手渡す

保管申請情報を
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いて知らせる

連邦公証人会
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理する

証書を探索し見つける

証書を保管する
出典［https://www.testamentsregister.de/im-sterbefall］

中央遺言登録セン
ター

証書（遺言書／相続
契約）を検認する

https://www.testamentsregister.de/im-sterbefall


②登録される内容

記録の対象：公の保管の対象となる遺言書、相続契約書、その他の承継に関
連する文書の情報のみ

cf.遺言者が自宅等で私的に保管している遺言書は対象外

⇒遺言者が死亡したとき、遺言書を発見した市民自身が、 BGB2259条1
項に従って、遺言書を検認裁判所に引き渡さなければならない。

登録される内容：申請された情報のみ

＝遺言者が死亡した時に登録した遺言書を安全かつ迅速に発見するた
めに必要な情報

cf.中央遺言登録センター：遺言の保管所ではない。

⇒遺言書の写しを受け取ることもない。



保管される情報の具体例

i）遺言など、意思表示をした者の情報

正確な氏、名、出生名は特に重要。

これには、出生証明書に記載されている全ての名前も含まれる。

生年月日、出生地、出生登録局と出生登録番号

ii）死因処分の日付

登録された処分の種類、例えば、遺言書、共同遺言書、相続契約書など

これらがなされた日付

自筆証書遺言の場合は、公の保管の申請がなされた日付

公正証書遺言の場合は、公証人の氏名と正式な住所、証書番号



②登録費用

公証人に遺言書を作成してもらった場合

登録ごとに12.5ユーロ

公証人を介さない場合

中央遺言登録センターから遺言者に直接請求をするため、

手数料が公証人を介する場合よりも割高 15.5ユーロ



③保管状況

2021年 約1,048,600件の死亡通知の連絡が身分局から中央遺言登録センターへ
なされた。

2021年12月21日までに同センターには、遺言、相続契約、その他の相続関連文
書に関する約2260万件の登録

2021年 約48万8000件の新規登録

内訳 相続契約 約13万7000件

遺言 28万6600件

その他の相続に関連する文書 7万600件



５．市民に向けた情報提供の状況

１）ドイツ司法省
［https://www.bmj.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Broschueren/Erben_Vererben.html?nn=17134］

https://www.bmj.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Broschueren/Erben_Vererben.html?nn=17134


2）区裁判所の情報提供
［https://amtsgericht-hannover.niedersachsen.de/startseite/service/wir_fur_sie/nachlassgericht/informationen-zum-nachlassgericht-152440.html］

https://amtsgericht-hannover.niedersachsen.de/startseite/service/wir_fur_sie/nachlassgericht/informationen-zum-nachlassgericht-152440.html


３）簡単なドイツ語での説明



4）中央遺言登録センター

2022年 3200件の市民からの電話相談に無料で対応

［https://www.testamentsregister.de/fileadmin/user_upload_ztr/dokumente/
Jahresbericht_2022.pdf］

https://www.testamentsregister.de/fileadmin/user_upload_ztr/dokumente/Jahresbericht_2022.pdf
https://www.testamentsregister.de/fileadmin/user_upload_ztr/dokumente/Jahresbericht_2022.pdf


５．まとめ―日本法との比較
人口
ドイツ：約8482万人（2023年6月）
日本：約1億2444万人（2023年8月）

2022年に作成された遺言書
ドイツ 公的遺言 約22万5400件

保管された自筆証書遺言 約5万4400件
https://www.testamentsregister.de/jahresberichte

日本 公正証書遺言 11万1977件https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/yuigon2022.html

保管された自筆証書遺言 1万8669件
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.moj.go.jp/MINJI/common_igonsyo/pdf/number.pdf

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/germany/data.html

https://www.stat.go.jp/data/jinsui/new.html

https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/yuigon2022.html


費用の比較

ドイツ 自筆証書遺言（保管にかかる費用）75ユーロ（1万2000円）
公的遺言 財産の額ごとに算出

例えば、
10.000ユーロの場合⇒75ユーロ
20.000ユーロの場合⇒182ユーロ（2万9000円）
（320万円）

日本 自筆証書遺言の保管 3900円
公正証書遺言 相続財産3000万円～5000万円

⇒5万～8万
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